
次のとおり契約の相手方を公募します。

１ 公募内容

２台

労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）本部棟に飲料水等自動販売機を設置
する業者を募集する。詳細は公募説明書及び仕様書による。
令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで

東京都清瀬市梅園１丁目４番６号

労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）

２ 公募に必要な資格に関する事項

当機構から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。

自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防

３ 公募説明書の配布期間、配布場所及び配布方法

配布期間

　〒981-8563　宮城県仙台市青葉区台原4丁目3番21号〒２０４－００２４
　独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院東京都清瀬市梅園１丁目４番６号
　会計課　契約係労働安全衛生総合研究所　管理部管理課契約係
　電話：022-275-1111電話　０４２－４９１－４５１２ （内線２３０）
FAX 　０４２－４９１－７８４６
配布方法

労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 所

契 約 担 当 役 所 長 大 幢 勝 利

独 立 行 政 法 人 労 働 者 健 康 安 全 機 構

（１）

（４） 令和７･８･９年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

の種類「役務の提供等」又は「物品の販売」において、Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格

付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者につ
いてはこの限りではない。

事前確認公募公告

（１）

（５）

（３）

（４） 貸付期間

貸付場所

令和８年６月８日

内 容 等

件 名

数 量

自動販売機の貸付・運営

予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年

（１）

（２）

公告日から令和８年６月３０日（火）までの９時１５分から１８時まで（１２時か
ら１３時までを除く。）とする。ただし、土日を除く。

（３）

本公告の日から上記３（２）の場所にて交付する（メールによる交付を行うため
上記３（２）のＦＡＸ宛てに件名及び送信先メールアドレスを記載した文書（様式
任意）を送付すること。）。

（２） 配布場所

（３）

（６）

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第
６号に規定する暴力団員又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者
でないこと。

（５） 自動販売機の貸付・運営業務について３年以上の実績を有している者であること。



４ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示

意思表示期限 令和８年７月１日（水）１８時００分

意思表示先

　〒981-8563　宮城県仙台市青葉区台原4丁目3番21号〒２０４－００２４

　独立行政法人労働者健康安全機構　東北労災病院東京都清瀬市梅園１丁目４番６号

　会計課　契約係労働安全衛生総合研究所　管理部管理課契約係

　電話：022-275-1111電話　０４２－４９１－４５１２ （内線

FAX　 ０４２－４９１－７８４６

意思表示方法　　郵送又はＦＡＸ

意思表示様式　　別紙様式（別紙１）

５ その他

その他の条件等は公募説明書による。（２）

公募の結果、応募者が複数の場合、一般競争入札を行うものとする。また、応募者
が１者のみの場合、当該応募者と契約を締結することとする。

（３）

（１）

（４）

２３０）

　この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思
表示を行うこと。

（１）

（２）


